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■ 所得税の青色申告決算等説明会
　個人青色申告者の決算について説明会を実施します。
【と　き】　11月 24日㈭　午前 10時～正午
【ところ】　県伊賀庁舎　７階大会議室
【対象者】　個人青色申告者
※平成 23年分青色申告決算書用紙は確定申告書用紙な
　どに同封して送付されます。（電子申告をしている人
　には、確定申告書用紙・青色申告決算書用紙ともに
　送付されません。）
　確定申告書用紙や青色申告決算書用紙は、国税庁ホー
　ムページ (http://www.nta.go.jp) からダウンロード
　できます。

■ 年末調整説明会
　源泉徴収義務者の年末調整方法などについて説明会
を実施します。
【と　き】
　11月 24日㈭　午後１時 30分～３時 30分
　11月 25日㈮　午前 10時～正午
【ところ】　県伊賀庁舎　７階大会議室
【対象者】　法人・個人白色申告者
【問い合わせ】　
　上野税務署
　個人課税第一部門　☎21-0289（青色申告決算等説明会）
　法人課税部門　☎ 21-0953（年末調整説明会）
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農業振興地域整備計画の見直しについて
要望があればご相談ください　

＊留意事項
≪農用地区域への編入≫
　以下に該当する農地は、できるだけ農用地区域へ編
入してください。
○ 10ha 以上の集団的にま
　とまりのある農地
○鳥獣害防止柵の受益地に
　当たる農地
○今後、中山間直接支払制
　度を導入する予定の農地

≪農用地区域からの除外≫
　農用地区域からの除外については、下記の除外要件
に注意してください。
　また、農用地区域からの除外については、「農用地
区域除外事業計画書」が必要ですので、必要事項を記
入し自治会長（区長）へ提出してください。
※用紙は自治会長（区長）にお渡ししてあります。
　ただし、事業計画書を提出いただいても周辺農地の
　状況や農業振興の方向などを勘案し、除外できない
　場合がありますので、ご了承ください。

　市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、
農業振興地域を定め、その中で「農用地区域」として、
優良農地（田・畑など）を確保するための区域を定め
ています。
　この「農用地区域」に定められた土地は、住宅を建
てるなど農業上の用途以外の利用のための転用はでき
ません。また、やむを得ず転用する場合は農用地区域
からの除外が必要です。市では、旧市町村において昭
和 44 年度から 49 年度にかけて、農業振興地域整備
計画を策定し、以後数回の見直しを経て現在に至って
います。

　今年度、この「農用地区域」の見直しを実施するこ
とになりました。
　つきましては、農用地区域への編入、農用地区域か
らの除外、用途の変更の要望などがありましたら、12
月上旬までに、農林振興課、自治会長（区長）または
農業委員に相談してください。
　なお、現在の農用地区域については、
農地の所在する自治会長（区長）または、
農林振興課、各支所振興課に、農用地
区域の図面がありますので、確認して
ください。

　近年、急速な少子化の進行や就業形態の多様化、情報
化社会の進展などにより、青少年を取り巻く環境が大き
く変化しています。少年による重大な事件、いじめによ
る子どもの自殺・児童虐待などの子どもが被害者となる

事件が毎日のように報道されている中、家庭や学校、地
域など社会全体で青少年健全育成に取り組んでいく必要
があります。教育委員会と伊賀市青少年育成市民連絡会
議では次のことについて重点的に取り組みます。

●子ども・若者育成支援広報啓発活動の実施
　市内の大型店舗などで街頭啓発活動を行い、市民
総ぐるみで青少年の健全育成に日常的に取り組んで
いくよう広報啓発活動を推進します。
●青少年に有害な環境をなくす活動などの推進
　青少年の非行を誘発しやすい施設などを巡回し、
関係者の協力を求めることで青少年をとり巻く有害
環境をなくす活動を推進します。
●研修会などの開催
　青少年健全育成に関する講演会や研修会を通じて、
青少年の健全育成についての理解を深めていきます。

伊賀市青少年センター
　非行問題や交友問題など青少年の悩みを解決するた
め、専門的知識のある伊賀市青少年センター主任補導
員が電話や面接で、適切な指導・助言を行っています。
お気軽にご相談ください。
【相談日・時間】
　月～金曜日　午前 9時～午後 4時（祝日を除く。）
【ところ】
　伊賀市青少年センター（上野ふれあいプラザ　中3階）
【相談電話番号】　☎ 24-3251

【問い合わせ】　生涯学習課　☎22-9679　ＦＡＸ22-9691

【問い合わせ】　農林振興課　☎43-2301　ＦＡＸ43-2305

≪除外要件≫
　土地の位置、地形、自然条件、農業者の経営意欲、
経済的・社会的条件から見て次の要件をすべて満た
す場合に限られます。
ⓐ農用地以外の用途に供することが必要かつ適当で
　あり、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
　⇒開発、農地転用などの許可見込み・緊急性・必
　　要最小限・代替性の確保
ⓑ農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
　⇒農地の集団化、農作業の効率化の確保

ⓒ農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経
　営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障が
　ないこと
　⇒認定農業者などの農業経営改善計画達成への支障
ⓓ変更後の土地改良施設などの有する機能に支障が
　ないこと
　⇒土地改良施設への支障
ⓔ土地改良事業完了公告年度の翌年度から起算して
　8年以上経過していること
　⇒土地改良事業完了公告後８年以上経過

～ 11 月は子ども・若者育成支援強調月間です ～


